
◎大学等における修学の支援に関する法律 
（令和元年五月一七日法律第八号）   

一、提案理由（平成三一年三月二〇日・衆議院文部科学委員会） 

○柴山国務大臣 このたび政府から提出いたしました大学等における修学の支援に関す

る法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の

概要を御説明申し上げます。 

 まず、大学等における修学の支援に関する法律案について、その提案理由及び内容の

概要を御説明申し上げます。 

 我が国においては急速に少子化が進展しており、これに対処していくことが喫緊の課

題となっております。このような状況において、子供を安心して生み育てることができ

る環境の整備を図っていくことが極めて重要なこととなっております。 

 この法律案は、このような観点から、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社

会で自立し活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために

必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済

的負担を軽減するための所要の措置を講ずるものであります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、大学等における修学の支援は、学資支給及び授業料等減免により行うことと

します。これらの支援は、文部科学大臣等の確認を受けた大学、高等専門学校及び専門

学校に在学する学生等に対して行うこととしております。 

 第二に、学資支給は、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところにより、独立

行政法人日本学生支援機構が学生等に対して行う学資支給金の支給とし、これに要する

費用は政府が補助することとしております。 

 第三に、授業料等減免は、この法律に定めるところにより、大学等の設置者が学生等

に対して行う授業料及び入学金の減免とし、授業料等減免に要する費用は、国及び地方

公共団体が支弁することとしております。 

 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 

……………（略）…………… 

 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院文部科学委員長報告（平成三一年四月一一日） 

○亀岡偉民君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、文部科学委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、大学等における修学の支援に関する法律案について御説明申し上げます。 

 本案は、総合的な少子化対策を推進する一環として、真に支援が必要な低所得者世帯

の者に対し、大学等の修学に係る経済的負担を軽減するため、給付型奨学金の拡充及び

授業料等減免制度の創設に係る所要の措置を講ずるものであります。 



……………（略）…………… 

 両案は、去る三月十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委

員会に付託されました。 

 本委員会におきましては、二十日、柴山文部科学大臣から提案理由の説明を聴取した

後、参考人から意見を聴取しました。二十二日、二十七日、四月三日と質疑を行い、昨

十日には、国民民主党・無所属クラブから、両案に対する修正案がそれぞれ提出され、

趣旨の説明を聴取した後、両原案と一括して更に質疑を行いました。 

 同日、質疑を終局した後、大学等における修学の支援に関する法律案について、日本

共産党から修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 

 その後、両案及び各修正案について討論、採決を行った結果、まず、大学等における

修学の支援に関する法律案について、両修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛

成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。次に、学校教育法等の一部

を改正する法律案について、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をも

って原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、両案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三一年四月一〇日） 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一 「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」における「無償教育の漸進的

な導入」の実現に向け、政府は教育費の負担軽減策に取り組むこと。 

二 政府は、本支援制度の安定的運用及び更なる高等教育における教育費の負担軽減策

を講じることができるよう、安定的な財源の確保に努めること。 

三 大学等の確認要件を文部科学省令で定めるに当たっては、大学の自治等への過度な

干渉とならないよう、十分配慮すること。 

四 各高等学校等において本人の学習意欲や進学目的等を確認するに当たっては、公平

性・公正性が確保され、学校によって運用にばらつきが生じないよう、判断基準等に

ついてガイドライン等により各学校へ示すこと。 

五 学生等に対する支援の継続を判断するに当たり、相対評価による学業成績の判定に

おいては、必ずしも本人の努力不足による成績不振とは言えない場合があることを踏

まえ、低所得世帯の者の修学の支援という本法律案の趣旨を没却することがないよう、

斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置を適切に講じること。 

六 本法附則第三条による施行後四年の見直し時期以前であっても、必要に応じて本法

の規定その他学生等への経済的支援制度全般の在り方について検討を行い、必要があ

ると認める場合には、早期に対応を図るよう努めること。また、見直しに際しては、

検討過程において関係者の意見を聴取するとともに、情報公開の充実を図るなど、で



きる限り学生等のニーズに応えた制度設計が図られるよう努めること。 

七 政府及び独立行政法人日本学生支援機構は、本支援制度の実施により、学生等への

経済的支援制度が複雑化することを踏まえ、学生等、保護者及び学校関係者等へ丁寧

な説明を行うなど、貸与型奨学金制度を含む支援制度全般の更なる周知徹底に努める

こと。 

八 独立行政法人日本学生支援機構が行っている貸与型奨学金について、所得連動返還

方式の対象者の拡大、返還期限の猶予、延滞金の賦課率、返還負担軽減のための税制

など、返還困難者の救済制度の在り方の検討に努めること。 

九 教育を受ける機会を保障するという奨学金の制度趣旨に鑑みれば、有利子奨学金が

事業費・貸与人数ともに無利子奨学金を上回っている現状を改善し、有利子から無利

子への流れを更に加速するための施策の検討を行うこと。 

十 貸与型奨学金における人的保証については、奨学生及び保証人の負担が大きく、保

証能力にも限界があることを踏まえ、保証機関の健全性を前提としつつ保証料の引下

げをはじめとした負担軽減策を講じることにより、機関保証制度の利用促進に努める

こと。 

十一 独立行政法人日本学生支援機構は、本法の施行に伴い業務量の増加が見込まれる

中においても本支援制度が円滑に実施されるよう万全を期すとともに、国は、そのた

めの人員の拡充を行うなど、同機構の体制強化に努めること。 

三、参議院文教科学委員長報告（令和元年五月一〇日） 

○上野通子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、総合的な少子化対策を推進する一環として、真に支援が必要な低所得者

世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造

的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学に係る経

済的負担の軽減を図るため、学資の支給及び授業料等の減免の措置を講じようとするも

のであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、支援対象となる学生等

や大学等に係る要件の在り方、新しい支援措置が既存の授業料減免に与える影響、中間

所得層への支援拡充の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によ

って御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局した後、国民民主党・新緑風会の伊藤委員より、消費税率引上げの実施の

有無にかかわらず本法律案に基づく支援措置を実施するための施行期日の修正等を内容

とする修正案が、日本共産党の吉良理事より、消費税増税分による財源の確保に係る規

定を削除すること等を内容とする修正案が、それぞれ提出されました。 

 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉良理事より、原案及び国

民民主党・新緑風会提出の修正案に反対、日本共産党提出の修正案に賛成の意見が述べ



られました。 

 討論を終わり、順次採決の結果、両修正案はいずれも否決され、本法律案は多数をも

って原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和元年五月九日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」における「無償教育の漸進的

な導入」の実現に向け、政府は教育費の負担軽減策に取り組むこと。 

二、政府は、本支援制度の安定的運用及び更なる高等教育における教育費の負担軽減策

を講じることができるよう、安定的な財源の確保に努めること。 

三、大学等の確認要件を文部科学省令で定めるに当たっては、大学の自治等への過度な

干渉とならないよう、十分配慮すること。 

四、各高等学校等において本人の学習意欲や進学目的等を確認するに当たっては、公平

性・公正性が確保され、学校によって運用にばらつきが生じないよう、判断基準等に

ついてガイドライン等により各学校へ示すこと。 

五、学生等に対する支援の継続を判断するに当たり、相対評価による学業成績の判定に

おいては、必ずしも本人の努力不足による成績不振とは言えない場合があることを踏

まえ、低所得世帯の者の修学の支援という本支援制度の趣旨を没却することがないよ

う、斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置を適切に講じること。 

六、学生等ができる限り安心して学業に専念できるよう、支援を打ち切る場合や学資支

給金を返還させる場合については、その判断基準や具体的な実施方法をあらかじめ明

確にするなど、慎重な運用を行うこと。 

七、本法附則第三条による施行後四年の見直し時期以前であっても、必要に応じて本法

の規定その他学生等への経済的支援制度全般の在り方について検討を行い、必要があ

ると認める場合には、早期に対応を図るよう努めること。また、見直しに際しては、

検討過程において関係者の意見の聴取や情報公開の充実を図るなど、できる限り学生

等のニーズに応えた制度設計が図られるよう努めること。 

八、高等教育に係る費用は中間所得層にとっても重い負担となっていることに鑑み、あ

らゆる財源確保に向けて努力し、各大学等による授業料の適切な設定を可能にするた

めの環境整備に努めること。また、消費税率引上げに伴う授業料の便乗値上げが行わ

れることのないよう、大学等に対し本支援制度の趣旨の周知徹底に努めること。 

九、政府及び独立行政法人日本学生支援機構は、本支援制度の実施により、学生等への

経済的支援制度が複雑化することを踏まえ、学生等、保護者及び学校関係者等へ丁寧

な説明を行うなど、貸与型奨学金制度を含む支援制度全般の更なる周知徹底に努める



こと。 

十、独立行政法人日本学生支援機構が行っている貸与型奨学金について、所得連動返還

方式の対象者の拡大、返還期限の猶予、延滞金の賦課率、返還負担軽減のための税制

など、返還困難者の救済制度の在り方の検討に努めること。 

十一、教育を受ける機会を保障するという奨学金の制度趣旨に鑑みれば、有利子奨学金

が事業費・貸与人数ともに無利子奨学金を上回っている現状を速やかに改善し、有利

子から無利子への流れを更に加速するための施策の検討を行うこと。 

十二、貸与型奨学金における人的保証については、奨学生及び保証人の負担が大きく、

保証能力にも限界があることを踏まえ、保証機関の健全性を前提としつつ保証料の引

下げをはじめとした負担軽減策を講じることにより、機関保証制度の利用促進に努め

ること。 

十三、独立行政法人日本学生支援機構は、本法の施行に伴い業務量の増加が見込まれる

中においても本支援制度が円滑に実施されるよう万全を期すとともに、国は、そのた

めの人員の拡充を行うなど、同機構の体制強化に努めること。 

十四、低所得世帯の子供たちの学習意欲を高めるため、ロールモデルの提示や教科指導

等の支援を行うとともに、大学等へ安心して進学できるようにするため、専門家等に

よる教育相談体制の整備充実を図ること。 

  右決議する。 


